
問

「
食
と
農
の
景
勝
地
」

は
外
国
人
旅
行
者
の
観
光

需
要
を
国
産
の
農
林
水
産

物
・
食
品
の
需
要
拡
大
及

び
農
山
漁
村
の
所
得
向
上

に
つ
な
げ
て
い
く
こ
と
を

目
的
と
し
た
取
り
組
み
。

こ
の
取
り
組
み
を
通
じ

て
、
本
市
の
一
次
産
業
の

底
上
げ
・
活
性
化
に
ど
う

つ
な
げ
る
か
。

市
長

鶴
岡
産
農
林
水
産

物
の
市
民
・
飲
食
店
の
消

費
・
利
用
の
促
進
。
質
や

美
味
し
さ
に
こ
だ
わ
っ
た

生
産
、
Ｇ
Ｉ
（
地
理
的
表

示
制
度
）
な
ど
ブ
ラ
ン
ド

化
を
目
指
す
。
米
と
園
芸

の
複
合
経
営
を
さ
ら
に
進

め
る
。
学
校
給
食
の
地
元

産
野
菜
の
利
用
率

％
を

50

目
指
す
。
山
菜
の
拡
大
も

目
指
す
。
「
６
次
産
業
」

の
推
進
も
期
待
で
き
、
認

定
を
契
機
に
農
業
の
発
展

に
向
け
取
り
組
む
。

問

公
共
下
水
処
理
事
業

は
多
く
の
部
分
が
民
間
委

託
さ
れ
、
委
託
期
間
も
３

年
間
と
長
期
に
な
っ
て
き

て
い
る
。

業
務
委
託
契
約
に
お
け

る
、
事
故
等
リ
ス
ク
発
生

時
の
市
と
受
託
事
業
者
と

の
責
任
と
負
担
に
つ
い
て

ど
う
対
応
し
て
い
る
か
。

ま
た
、
今
後
は
上
下
水

道
事
業
の
包
括
的
民
間
委

託
契
約
へ
の
移
行
も
検
討

さ
れ
て
お
り
、
官
民
間
の

リ
ス
ク
の
処
理
及
び
リ
ス

ク
シ
ェ
ア
リ
ン
グ
も
課
題

と
な
る
。
リ
ス
ク
の
発
生

原
因
は
多
様
で
あ
り
、
ル

ー
ル
化
が
必
要
で
は
。

市
長

下
水
道
処
理
施
設

維
持
管
理
業
務
は
仕
様
書

に
基
づ
い
た
一
般
的
な
業

務
委
託
で
あ
る
。
こ
の
施

設
維
持
管
理
業
務
で
は
、

小
修
繕
は
事
業
者
の
負

担
、
そ
れ
以
外
は
市
の
負

担
と
い
う
分
担
に
な
っ
て

い
る
。
４
月
か
ら
の
契
約

も
同
様
だ
が
、
必
要
に
応

じ
官
民
で
協
議
し
な
が
ら

適
正
に
維
持
管
理
を
行
っ

て
い
く
。
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月
の
主
な
活
動

11

木

長
野
県
個
人
視
察

17
金

庄
内
地
区
議
員
協
議
会

18
月

火

産
業
振
興
対
策
特
別

21

22

委
員
会
宮
城
県
視
察

水

子
ど
も
の
読
書
を
支
え
る
会
総
会

23
金

月
議
会
質
問
事
項
聞
き
取
り

25

12

土

九
条
の
会
総
会

26
日

大
鳥
地
区
道
路
開
通
式

27
月
～

水

厚
生
環
境
常
任

28

30
委
員
会
視
察
（
最
上
・
庄
内
）

※
行
事
の
無
い
日
も
調
査
研
究
活
動
と

要
望
・
陳
情
対
応
に
明
け
暮
れ
、
ア
ッ

と
言
う
間
の
一
ヶ
月
で
し
た
。

月
議

12

会
の
質
問
に
結
実
さ
せ
る
所
存
で
す
。

（
県
議

関

徹
）

２
水

県
政
対
策
委
員
会

３
木

高
齢
者
福
祉
生
協
福
祉
ま
つ
り

〃

ゴ
ミ
問
題
学
習
会

６
日

県
商
団
連
婦
人
部
総
会

〃

党
県
委
員
会
会
議

９
水

厚
生
環
境
常
任
委
員
会

〃

障
害
者
作
業
所
連
と
懇
談
会

木

産
業
振
興
特
別
委
員
会

10
〃

議
員
研
修
会

金

思
恩
会
後
援
会

周
年

11

50

記
念
式
典
・
祝
賀
会

土

県
学
童
保
育
連
絡
協
総
会

12
日

県
障
が
い
者
親
の
会
総
会

13
月

高
知
県
個
人
視
察

14
火

徳
島
県
個
人
視
察

15 鶴
岡
市
議
会

月
定
例
会
が
１
日
開
会
さ
れ
、
日
本

12

共
産
党
市
議
団
を
代
表
し
て
加
藤
太
一
議
員
が
総
括
質

問
を
行
い
ま
し
た
。

質
問
は
、
①
「
食
と
農
の
景
勝
地
」
、
②
固
定
資
産

税
の
不
均
一
課
税
に
関
す
る
条
例
の
制
定
、
③
文
化
会

館
設
置
及
び
管
理
条
例
、
④
公
共
下
水
道
処
理
施
設
維

持
管
理
業
務
委
託
契
約
に
つ
い
て
、
の
４
点
で
し
た
。

「
食
と
農
の
景
勝
地
」
で
一
次
産
業
活
性
化
は

る
。
同
様
の
条
例
制
定
の

自
治
体
も
多
い
と
思
わ

れ
、
条
例
制
定
の
ア
ピ
ー

ル
と
と
も
に
他
の
自
治
体

に
負
け
な
い
事
業
環
境
を

整
え
て
行
き
た
い
。

方
に
本
社
を
置
く
企
業
が

本
社
機
能
を
充
実
す
る
際

に
税
制
上
の
優
遇
を
行
う

も
の
。
本
条
例
の
制
定
に

よ
り
、
企
業
に
対
す
る
セ

ー
ル
ス
ポ
イ
ン
ト
が
増
え

固
定
資
産
税
不
均
一
課
税
の
効
果
は

問

条
例
案
で
は
、
不
均

一
課
税
の
対
象
者
は
、
地

方
活
力
向
上
地
域
特
定
業

務
施
設
整
備
事
業
者
で
あ

り
、
同
計
画
の
認
定
事
業

者
と
さ
れ
て
い
る
。

本
条
例
を
制
定
す
る
に

当
た
っ
て
、
そ
の
目
的
・

効
果
は
。
首
都
圏
か
ら
の

企
業
誘
致
を
ど
う
進
め
る

の
か
。

市
長

東
京

区
に
本
社

23

を
置
く
企
業
が
地
方
に
本

社
移
転
す
る
場
合
や
、
地

新
文
化
会
館
、
自
主
事
業
も
重
点
に

問

こ
れ
ま
で
の
市
文
化

会
館
は
、
貸
し
館
業
を
主

と
し
て
行
っ
て
き
た
。

２
０
１
２
年
「
劇
場
、

音
楽
堂
等
の
活
性
化
に
関

す
る
法
律
」
が
施
行
。
国

・
自
治
体
・
関
係
者
が
協

力
し
実
演
芸
術
を
企
画
・

実
施
し
て
市
民
に
鑑
賞
さ

せ
る
こ
と
が
目
的
。
新
文

化
会
館
も
自
主
事
業
に
も

重
点
を
置
く
べ
き
で
は
。

自
主
事
業
を
行
う
た
め

に
は
専
門
的
知
識
を
有
す

る
人
材
の
確
保
・
養
成
が

不
可
欠
。
人
的
な
体
制
を

ど
う
確
保
さ
れ
る
の
か
。

会
館
の
管
理
は
指
定
管

理
者
に
行
わ
せ
る
と
し
て

い
る
が
、
直
営
が
望
ま
し

い
の
で
は
。

市
長

貸
し
館
だ
け
で
な

く
、
舞
台
芸
術
の
鑑
賞
事

業
や
作
品
創
造
、
人
材
育

成
を
行
う
事
業
を
展
開
し

て
い
く
。
専
門
的
人
材
と

し
て
、
事
業
企
画
・
舞
台

芸
術
ス
タ
ッ
フ
の
配
置
は

重
要
と
認
識
し
て
い
る
。

使
用
者
へ
の
ア
ド
バ
イ
ス

や
フ
ォ
ロ
ー
を
行
い
芸
術

文
化
活
動
の
活
性
化
や
創

作
意
欲
の
向
上
に
つ
な
が

る
支
援
を
し
て
い
く
。

市
内
の
文
化
関
係
者
に

は
専
門
性
の
高
い
方
も
お

り
、
指
定
管
理
を
進
め
て

い
き
た
い
。

下
水
処
理
民
間
委
託
、
責
任
と
負
担
は



月
議
会
に
上
程
さ
れ

12
て
い
る
主
な
条
例
議
案
は

次
の
と
お
り
で
す
。

「
鶴
岡
市
地
方
活
力
向

上
地
域
に
お
け
る
固
定
資

産
税
の
不
均
一
課
税
に
関

す
る
条
例
」
は
、
県
の
地

域
再
生
計
画
に
基
づ
き
本

社
機
能
の
移
転
や
拡
充
を

し
た
事
業
者
に
対
す
る
税

制
優
遇
と
な
る
も
の
で

す
。
東
京

区
に
あ
る
本

23

社
機
能
の
移
転
や
拡
充
の

場
合
は
、
固
定
資
産
税
の

税
率
を
初
年
度

％
、
２

90

年
目

％
、
３
年
目

％

75

50

減
税
す
る
も
の
で
す
。

Ｏ
Ｔ
Ｃ
薬
推
進
は
自
由

診
療
に
道
を
開
く

市
税
条
例
の
一
部
改
正

は
、
地
方
税
法
等
の
改
正

に
伴
う
も
の
で
す
。

「
特
定
一
般
用
医
薬
品

等
購
入
費
を
支
払
っ
た
場

合
の
医
療
費
控
除
の
特
例

の
創
設
」
は
、
平
成

年
29

１
月
１
日
か
ら

年

月

33

12

日
ま
で
の
間
（

～

31

30

34

年
度
）
、
健
康
の
維
持
増

進
及
び
疾
病
の
予
防
へ
の

取
組
と
し
て
一
定
の
取
組

を
行
っ
た
場
合
は
、
年
間

１
万
２
０
０
０
円
を
超
え

る
一
定
の
医
薬
品
の
購
入

費
を
医
療
費
控
除
と
す
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。

た
だ
し
現
行
の
医
療
費

控
除
と
の
選
択
制
で
す
。

一
定
の
取
組
と
は
、
医

師
の
関
与
が
あ
る
①
特
定

健
康
診
査
、②
予
防
接
種
、

③
定
期
健
康
診
断
、
④
健

康
診
査
、
⑤
が
ん
検
診
等

で
す
。

こ
の
制
度
は
、
ス
イ
ッ

チ
Ｏ
Ｔ
Ｃ
医
薬
品
に
よ
る

セ
ル
フ
メ
デ
ィ
ケ
ー
シ
ョ

ン
推
進
の
趣
旨
か
ら
設
け

ら
れ
た
制
度
と
の
こ
と
。

ス
イ
ッ
チ
Ｏ
Ｔ
Ｃ
医
薬

品
と
は
、
医
療
用
か
ら
転

用
（
ス
イ
ッ
チ
）
さ
れ
た

一
定
の
一
般
用
医
薬
品
等

で
、
医
師
の
処
方
箋
が
な

く
て
も
購
入
で
き
る
も

の
。
対
象
と
な
る
医
薬
品

の
例
と
し
て
は
、か
ぜ
薬
、

胃
腸
薬
、
鼻
炎
用
内
服
薬
、

水
虫
・
た
む
し
用
薬
、
肩

こ
り
・
腰
痛
・
関
節
痛
の

貼
付
薬
等
。

セ
ル
フ
メ
デ
ィ
ケ
ー
シ

ョ
ン
と
は
、
自
己
健
康
管

理
を
進
め
る
こ
と
。

い
ず
れ
も
「
健
康
は
自

己
責
任
」
と
す
る
考
え
方

と
、
「
必
要
な
サ
ー
ビ
ス

は
購
入
せ
よ
」
と
い
う
発

想
が
ベ
ー
ス
で
保
険
対
象

外
の
診
療
（
自
由
診
療
）

に
道
を
開
く
も
の
で
す
。

「
減
額
更
生
後
に
増
額

更
正
が
あ
っ
た
場
合
に
お

け
る
延
滞
金
の
計
算
期
間

か
ら
の
控
除
」
は
、
延
滞

税
を
め
ぐ
り
納
税
者
が
逆

転
勝
訴
し
た
最
高
裁
判
決

（
平
成

年

月

日
）

26

12

12

に
沿
う
法
改
正
で
、
当
初

申
告
額
に
満
た
な
い
部
分

に
は
延
滞
金
は
発
生
し
な

い
と
す
る
も
の
で
す
。

再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー

設
備
の
減
税
延
長

固
定
資
産
税
及
び
都
市

計
画
税
の
特
例
措
置
で

は
、
太
陽
光
・
風
力
発
電

設
備
（
１
／
３
減
額
）
、

地
熱
・
中
小
水
力
・
バ
イ

オ
マ
ス
発
電
設
備
（
１
／

３
減
額
か
ら
１
／
２
減
額

へ
深
掘
り
）
の
適
用
期
間

を
平
成

年
３
月
ま
で
２

30

年
延
長
、
津
波
対
策
の
た

め
の
償
却
資
産
（
１
／
２

減
額
）
は

年
３
月
ま
で

32

４
年
延
長
し
ま
す
。

軽
自
動
車
税
で
は
、
燃

費
性
能
に
優
れ
た
車
に
対

す
る
エ
コ
カ
ー
減
税
を
１

年
延
長
し
ま
す
。

市
印
鑑
条
例
の
一
部
改

正
で
は
、
個
人
番
号
（
マ

イ
ナ
ン
バ
ー
）
カ
ー
ド
を

使
用
し
て
、
コ
ン
ビ
ニ
で

の
印
鑑
登
録
証
明
書
な
ど

の
交
付
が
出
来
る
よ
う
に

す
る
も
の
で
す
。

鶴
岡
市
文
化
会
館
設
置

及
び
管
理
条
例
の
制
定
で

は
、
新
文
化
会
館
に
つ
い

て
指
定
管
理
や
開
館
時

間
、
使
用
料
な
ど
を
定
め

る
も
の
で
す
。

市
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン

タ
ー
条
例
で
は
、
湯
田
川

小
を
解
体
し
湯
田
川
コ
ミ

セ
ン
に
多
目
的
ホ
ー
ル
を

増
設
す
る
こ
と
に
伴
い
使

用
料
を
定
め
ま
す
。

市
図
書
館
条
例
で
は
、

市
立
図
書
館
羽
黒
分
館
を

改
築
し
た
羽
黒
庁
舎
に
移

転
す
る
こ
と
に
伴
う
も
の

で
す
。

事
件
案
件
で
は
、
指
定

管
理
者
の
指
定
に
つ
い
て

施
設
が
提
案
さ
れ
、
う

14ち
新
規
は
大
宝
館
で
公
益

財
団
法
人
到
道
博
物
館
が

提
案
さ
れ
ま
す
。

党
市
議
団
「
農
業
改

革
」「
高
齢
者
医
療
費
」

で
意
見
書
提
案

月
議
会
に
提
出
さ
れ

12
た
請
願
は
１
件
の
み
で
、

「

年
産
を
目
途
と
す
る

30
生
産
数
量
目
標
配
分
の
見

直
し
に
か
か
る
市
農
業
振

興
協
議
会
の
機
能
発
揮
に

関
す
る
請
願
」
（
市
農
協

・
庄
内
た
が
わ
農
協
）は
、

行
政
の
積
極
的
な
関
与
と

指
導
を
求
め
て
い
ま
す
。

日
本
共
産
党
市
議
団
が

提
案
し
た
意
見
書
は
、「
規

制
改
革
推
進
会
議
農
業
ワ

ー
キ
ン
グ
グ
ル
ー
プ
に
お

け
る
『
農
協
改
革
に
関
す

る
意
見
書
』
の
撤
回
を
求

め
る
意
見
書
」
及
び
、
70

歳
以
上
の
高
齢
者
の
医
療

費
負
担
の
限
度
額
引
き
上

げ
に
反
対
す
る
「
高
齢
者

の
医
療
費
負
担
増
額
を
行

わ
な
い
こ
と
を
求
め
る
意

見
書
」
の
２
件
で
す
。

水道課入札結果（ ）内は予定価格
11月25日入札分

・湯田川地内径200・100粍配水管移設工事（湯田川地内）（入札7業者）
(有)山東設備 5,650,000円（5,750,000円）工期～29/2/28（落札率98.3％）
・加茂地内径100・50粍配水管移設工事（加茂地内）
中止

・大東町地内径200粍配水管路耐震化工事（大東町地内）（入札3業者）
加藤建設管工(株) 9,420,000円（10,490,000円）工期～29/3/24（落札率89.8％）

建築課入札結果（ ）内は予定価格
11月24日入札分

・東南地区消防ポンプ庫改築工事（東荒屋字竹の内133）
中止

土木課入札結果（ ）内は予定価格
11月24日入札分

・市道民田中橋滝沢線防雪柵設置工事(その２)（中橋地内）（入札4業者）
笠原建設工業(株) 18,900,000円（19,571,000円）工期～2/3/27（落札率96.6％）

南部建設事務室入札結果（ ）内は予定価格
11月24日入札分

・旧本郷村民プール解体工事（本郷地内）（入札3業者）
(株)伊藤組 10,000,000円（10,150,000円）工期～29/3/10（落札率98.5％）

鶴岡市文化会館使用料

区分 基本使用料（円）

午前 午後 夜間 全日 時間使用

午前９時 午後１時 午後６時 午前９時 １時間に

から正午 から午後 から午後 から午後 つき
まで ５時まで 10時まで 10時まで

大ホ
ール

入場料なし又は入場
料が500円以下の場合

平日 13,300 24,400 31,100 61,000 5,500

休日等 16,000 29,300 37,300 73,200 6,600

入場料が500円超　　　

1,000円以下の場合

平日 18,600 34,200 43,500 85,400 7,700

休日等 22,400 41,000 52,200 102,500 9,200

入場料が1,000円超　

　3,000円以下の場合

平日 23,900 43,900 56,000 109,800 9,900

休日等 28,800 52,700 67,100 131,800 11,900

入場料が3,000円超　

　5,000円以下の場合

平日 29,300 53,700 68,400 134,200 12,100

休日等 35,200 64,500 82,100 161,000 14,500

入場料が5,000円を超

える場合

平日 34,600 63,400 80,900 158,600 14,300

休日等 41,600 76,200 97,000 190,300 17,200

小ホ
ール

入場料なし又は入場

料が500円以下の場合

平目 4,300 7,800 10,000 19,600 1,800

休日等 5,200 9,400 12,000 23,500 2,200

入場料が500円超　　　

1,000円以下の場合

平日 7,300 13,300 17,000 33,300 3,100

休日等 8,800 16,000 20,400 40,000 3,700

入場料が1,000円を超

える場合

平日 8,600 15,600 20,000 39,200 3,600

休日等 10,400 18,800 24,000 47,000 4,400

練習室 練習室１ 2,400 4,300 5,500 10,800 1,000

練習室２ 1,300 2,400 3,100 6,000 500

楽屋 楽屋１ 2,000 3,600 4,600 9,200 800

楽屋２～６ 1,200 2,400 3,000 5,800 600

会議室 会議室１ 1,100 2,100 2,600 5,200 500

会議室２ 2,500 4,600 5,900 11,500 1,000

託児室 800 1,500 1,900 3,800 300

駐車場等 （１平方メートルあたり１時間につき）４

※　大ホールを使用するときに、設備等（市長が別に定めるものを除く。）のいずれも使用

　しない場合は、基本使用料からその2分の1に相当する額を差し引くものとする。

※　大ホール又は小ホールとともに託児室を使用する場合は、託児室の使用料は無料とする。

※　大ホール又は小ホールとともに楽屋を使用する場合は、楽屋の基本使用料からその2分

　の1に相当する額を差し引くものとする。

※　午前及び午後の区分又は午後及び夜間の区分を合わせて使用する場合の当該区分の

　間の時間の使用料については、無料とする。

※　開館時間以外の時間に使用する場合は、1時間につき、時間使用の基本使用料に次に定

　める額を加算する。

　(1)　午前5時から午前9時まで　時間使用の基本使用料と同額

　(2)　午後10時から翌日の午前5時まで　時間使用の基本使用料の2倍に相当する額


